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令和４年６月 教育委員会定例会（甲） 

 

開 催 日 時 令和４年６月１６日（木） 午後２時００分～午後３時５０分 

開 催 場 所 大会議室 

出 席 委 員 古川正之 教育長 

三町章 教育長職務代理者 

          山口有紀子 委員 

          丸山憲子 委員 

          青木雅代 委員 

説明のための出席者 白倉克彦 教育部長 

          岡﨑奈緒子 教育指導担当部長兼指導課長 

          安部幸一郎 地域学習担当部長 

市川裕之 教育総務課長 

          飯島健一 学務課長 

         中村和哉 教育施策推進担当課長 

細村英男 地域学習支援課長 

季高一成 中央公民館長 

          利光良平 中央図書館長 

          吉田将人 指導課長補佐 

松田弦 指導主事 

          豊田剛志 指導主事 

書 記 山本真由美 教育総務課長補佐、長江陽一 教育総務課主任 

傍 聴 者 ２名 

 

午後２時００分 開会 

 

（開会宣言） 

○古川教育長 

ただいまから教育委員会６月定例会を開会いたします。 

 

（署名委員） 

○古川教育長 

はじめに、議事録署名委員の指名を行います。本日の議事録署名委員は青木委員及び私、古川

でございます。 

次に、非公開にて取り扱う議題を決定したいと存じます。 

本日の議題のうち、事務局報告事項（９）、議案第７号及び第８号は、人事案件または個人の
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プライバシーを含んだ内容でございますので、非公開で取り扱いたいと存じます。 

お諮りいたします。 

ただいま申し上げました議題について、非公開にて取り扱うことに賛成の方は、挙手願います。 

 

－賛成者挙手－ 

 

○古川教育長 

ありがとうございます。挙手全員でございますので、非公開と決定いたしました。 

それでは、本日の議題に入ります。 

 

（事務局報告事項） 

○古川教育長 

はじめに、事務局報告事項を行います。 

（１）新型コロナウイルス感染について、説明をお願いいたします。 

 

○白倉教育部長 

事務局報告事項（１）新型コロナウイルス感染についてを報告いたします。 

資料はございません。 

先月の定例会での報告以降、令和４年６月１４日火曜日までに、公民館に勤務する職員１名、

市立学校に勤務する教職員６名の感染が確認されました。 

また、市立学校に在籍する児童・生徒についても、複数の感染が確認されました。 

濃厚接触者については、保健所による調査や国の基準に基づく確認などを行い、適切に対応し

ており、学校では、状況に応じて学級閉鎖を行いつつ、感染防止対策を徹底した上で教育活動を

継続しております。 

なお、新型コロナウイルスへの感染については、個人が特定されないよう、学校名等は公表し

ておりませんが、感染が報告された教職員及び児童・生徒が在籍する学校の保護者には学校の対

応について周知しております。 

引き続き、事務局、学校ともに、基本的な感染症予防策及び健康管理の徹底を図り、感染防止

対策に努めてまいります。 

 

○古川教育長 

次に、（２）小平市立学校の新型コロナウイルス感染症による臨時休業措置状況について、説

明をお願いいたします。 

 

○白倉教育部長 

事務局報告事項（２）小平市立学校の新型コロナウイルス感染症による臨時休業措置状況につ
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いてを報告いたします。 

資料№１をご覧ください。 

学校保健安全法第２０条の規定により、感染症の予防上必要があるときは臨時休業を行うこと

ができることとなっておりますので、市教育委員会では、文部科学省の「学校で児童生徒等や教

職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」に基づいて、同一学級

において複数の児童生徒等の感染が判明した場合に学級閉鎖とするなどの対応を講じております。 

令和４年度における６月１４日火曜日までの市内市立小・中学校の臨時休業の状況でございま

すが、小学校で１０校、延べ２５学級でございます。中学校の臨時休業はございませんでした。 

各学校には、情報を提供するとともに、小平市立学校版感染症予防ガイドラインに定める感染

症対策の徹底を図ったところでございます。 

 

○古川教育長 

次に、（３）新型コロナウイルス感染症にかかる市立学校の対応について、説明をお願いいた

します。 

 

○岡﨑教育指導担当部長 

事務局報告事項（３）新型コロナウイルス感染症にかかる市立学校の対応についてを報告いた

します。 

資料№２をご覧ください。 

小平市立学校における新型コロナウイルス感染症の対応については、「小平市立学校版感染症

予防ガイドライン（令和４年４月４日版）」に基づき、徹底した感染症予防対策と児童・生徒の

学びの保障との両立に取り組んでまいりました。 

これから夏季を迎えるにあたり、熱中症対策等の児童・生徒の健康を最優先にした対応が一層

重要となること、また、厚生労働省及び文部科学省からマスクの着用についての考え方や留意点

について示されたことを受け、６月７日に本ガイドラインを改訂いたしました。 

主な改訂内容といたしましては、学校の教育活動において、マスクの着用が基本的な感染症予

防対策であることに変わりはありませんが、屋内・屋外における身体的距離を確保できないもの

の、会話をほとんど行わない場合のマスクの着用の考え方が明確に示されましたので、その内容

を本ガイドラインに明記いたしました。 

各学校においては、本ガイドラインに基づき、引き続き感染予防対策を講じた上で、教育活動

を進めてまいります。 

 

○古川教育長 

次に、（４）市議会６月定例会について、説明をお願いいたします。 
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○白倉教育部長 

事務局報告事項（４）市議会６月定例会についてを報告いたします。 

市議会６月定例会は、６月７日から６月３０日までの会期により開会中でございます。 

以下、教育委員会に関係するところにつきまして、日程を追って、報告いたします。 

資料№３をご覧ください。 

市議会６月定例会の初日である６月７日に、先の教育委員会で議決をいただきました、「令和

４年度小平市一般会計補正予算（第１号）」が、全会一致により可決されました。 

また、緊急質問が１件提出されました。 

翌８日から１０日までの３日間には、一般質問が行われました。一般質問は２５人の議員から

５９件の質問が出され、うち、教育委員会に関連するものが、２１件でございました。 

１３日に総務委員会が開催され、先の教育委員会で議決いただきました、「令和４年度小平市

一般会計補正予算（第２号）」が審査され、可決すべきものと決定いたしました。 

翌１４日に生活文教委員会が開催されましたが、「採択された請願第４号「本の宅配貸出サー

ビスを要介護１以上の方に限定せず、様々な理由で来館が困難な方にも拡大することについて」

の実施を求めることについて」の請願につきましては、同日に取り下げられました。 

６月３０日の本会議最終日にて、「令和４年度小平市一般会計補正予算（第２号）」の議決がな

される予定でございます。 

なお、閉会中の５月２５日に開催された生活文教委員会において、「市立小・中学校における

新型コロナウイルス対応について」の事務報告を行いました。 

 

○古川教育長 

次に、（５）小平市指定学校変更許可及び区域外就学承諾に関する審査基準の一部改正につい

て、説明をお願いいたします。 

 

○白倉教育部長 

事務局報告事項（５）小平市指定学校変更許可及び区域外就学承諾に関する審査基準の一部改

正についてを報告いたします。 

資料№４をご覧ください。 

本件は、東部地区の児童・生徒の増加に対応するため、調整区域の設定及び解除等を行うもの

で、昨年１２月の教育委員会定例会で報告いたしました内容に関連するものでございます。 

改正の内容でございますが、一つ目といたしまして、現在設定している花小金井２丁目におけ

る小平第五小学校との調整区域、花小金井２丁目及び３丁目における花小金井南中学校との調整

区域を令和４年１２月末日で解除いたします。 

二つ目といたしまして、花小金井南町１丁目３番１１号及び１６号のシティテラス小金井公園

において、令和５年１月より小平第五小学校を選択できる調整区域を設定いたします。また、本

調整区域により、小平第五小学校へ指定学校の変更の許可を受けている場合でも、入学する中学
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校は指定学校である花小金井南中学校とする規定を設けます。 

三つ目といたしまして、花小金井南町１丁目３番について、表記を建物名から住居番号へ改め

ます。 

施行期日につきましては、令和５年１月１日を予定しております。 

 

○古川教育長 

次に、（６）令和３年度小平市立公民館事業実績について、説明をお願いいたします。 

 

○安部地域学習担当部長 

事務局報告事項（６）令和３年度小平市立公民館事業実績についてを報告いたします。 

資料№５をご覧ください。 

令和３年度、公民館におきましては公民館事業計画に基づき、全館で様々な講座を実施すると

ともに、講演会、音楽会等を開催いたしました。令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響

を大きく受けましたが、市民の皆様が自主的に学習するきっかけづくりや活動の場を可能な限り

提供するとともに、学習活動を通じた地域の交流やコミュニティづくりを支援してまいりました。 

資料の１ページの概説に各事業における取組を、４ページ以降は講座や講演会等、具体的な事

業の実績や利用状況等を記載しております。 

詳細につきましては、季高中央公民館長から説明させます。 

 

○季高中央公民館長 

 資料№５の令和３年度小平市立公民館事業実績につきまして、１ページから３ページの概説を

中心にご説明いたします。 

 令和３年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和３年４月２８日から５月

１１日まで臨時休館したほか、予定していた事業の一部を中止、変更いたしましたが、全国公民

館連合会のガイドラインなどを踏まえ、可能な限り感染対策を講じて事業の実施に努めました。 

 はじめに、１ページに記載の講座・学級でございますが、令和３年度、公民館１１館におきま

して、１２９コース、４５３回の講座・学級を実施いたしました。また、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止のため、１４コースを中止し、そのうち２コースは内容を見直しての実施と

なりました。講座などの応募総数は３，７８２人、受講者数は２，０３５人。うち、中央公民館

２コース、分館４コースの合計４９名はオンライン会議システムによる受講となりました。 

 （１）から（７）までの地域支援、防災・生活安全、健康づくりなどの講座・学級につきまし

ては、令和２年度に中央公民館及び各分館の事業企画委員会において企画され、令和３年度に開

設されたものでございます。 

 （１）の地域支援講座においては、市民の教養や知識の向上を図るとともに、地域課題や地域

連携など幅広いテーマを学習内容として実施いたしました。 

 （４）の子育て支援講座においては、子育て中の親への育児に関する学習支援、孤立の解消や
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仲間づくりの提供などを目的として幅広いテーマで実施いたしました。 

 （５）のジュニア講座においては、小・中学生を対象として、体験学習を通じて、仲間づくり

や交流の促進、知識の向上、興味・関心のきっかけづくりとなる講座を実施いたしました。 

 そのほか、防災・生活安全講座、健康づくり講座、シニア講座、文化・教養講座のほか、なか

まちテラスＬｉＮＫＳ講座、パソコン講座、けやき青年教室、国際理解講座などを実施いたしま

した。 

 続きまして、２ページに記載の講演会・音楽会等でございますが、中央公民館や一部の分館に

おいて、講演会・音楽会を実施し、ふだん公民館に足を運ばれない方にもご来館いただき、新た

な利用者層を開拓する視点から開催をいたしました。 

 なお、どなたでも参加できる音楽会「みんなでつくる音楽会ｉｎ小平２０２１」は、実行委員

会と開催に向けて調整を重ねた結果、無観客での開催とし、ホームページ上で動画や画像を公開

いたしました。 

 続きまして、同じく２ページに記載の公民館まつりでございますが、例年、公民館で活動して

いるサークルの学習成果を発表する場として、また、利用者や地域住民との交流の場として各公

民館で開催しておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、分館９館においては中止、

仲町公民館においては展示中心のイベントを開催いたしました。 

また、中央公民館においては、公民館主催講座の取組や受講者の作品や成果を展示、発表する

場として、また、市民に公民館の様々な活動を周知する機会として、オール公民館まつりと同時

に、主催講座学習成果発表展を開催いたしました。 

続きまして、３ページに記載の土曜子ども広場「友・遊」でございますが、子どもの居場所づ

くり事業として、公民館を利用するサークルや地域のボランティアの方々が講師となり、日頃の

学習成果を生かしながら、様々なメニューやレクリエーションを提供いたしました。 

以降、４ページから２０ページは、講座等の各種事業の実績でございます。また、26 ページ

以降は、公民館の利用状況を記載してございます。 

令和３年度における全１１館の利用者数は２４万４，４５２人。令和２年度が１８万１，００

４人。対前年度比６万３，４４８人の増でございました。 

 

○古川教育長 

次に、（７）令和３年度小平市立図書館事業統計について、説明をお願いいたします。 

 

○安部地域学習担当部長 

事務局報告事項（７）令和３年度小平市立図書館事業統計についてを報告いたします。 

資料№６をご覧ください。 

まず、統計の構成ですが、前半１ページから１６ページまでが蔵書及び利用状況など、各種の

業務統計を記載しており、後半１７ページから３５ページまでが累積の統計となっております。

３６ページ以降は、講演会や講座、おはなし会、展示など、各種行事の事業実績を記載しており
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ます。 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、４月２８日から５月３１日まで

休館し、予約資料の貸出し等にサービスを限定していたことから、事業内容及び統計データに影

響が生じております。 

詳細につきましては、利光中央図書館長より説明させます。 

 

○利光中央図書館長 

 それでは、令和３年度小平市図書館事業統計について、ご説明いたします。 

 まず、令和３年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、４月２８日

から５月３１日までを臨時休館とし、予約資料の貸出し等にサービスを限定して窓口を開設して

いたことにより、統計上も様々な影響が出ているところでございます。 

 １ページをご覧ください。 

 （４）所蔵資料集では１２１万６，０００冊と、昨年度から約８，７００点減少しております。 

 ４ページをご覧ください。 

 （２）開館日数でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により臨時休館としたため、

４月の開館日数は少なくなっております。５月の開館日数はゼロ日となっております。 

 ５ページからは月別の登録者数・貸出者数などのデータを載せてございます。臨時休館中でも

利用登録や予約資料の貸出しは行っておりましたので、休館中の５月にも実績の数値が入ってお

ります。 

 ６ページ、７ページが月別館別資料貸出資料数でございます。７ページの右下のほうでござい

ますが、貸出資料数で年度計で１３５万８０８冊となってございます。前年度比で２０万６，５

１２冊増加しております。 

 １２ページには、リクエスト件数の記載がございます。リクエストにつきましては、令和２年

度よりも休館期間が短く、予約のリクエスト本の受け取りは継続して行ってまいりましたので、

件数が増加をしております。 

 後半の３６ページ以降には、講演会、講座及び展示等の事業の実績の記載をしております。令

和２年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となったものもございま

すが、展示などを中心に開催をしたり、人数制限や換気などの感染症対策を立てて音訳者講習会

などを開催するなど、自主行事については、開催を絞って実施をしてまいりました。 

また、オンラインでの講座やイベント、なかまちテラスティーンズ委員会のリモート開催など、

コロナ禍ならではの取組も継続して行ってきたところでございます。 

 

○古川教育長 

次に、（８）小平市教育委員会後援名義等の使用承認について、説明をお願いいたします。 
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○白倉教育部長 

事務局報告事項（８）小平市教育委員会後援名義等の使用承認についてを報告いたします。 

今回報告いたします承認事業は、資料№７のとおりでございます。 

詳細につきましては、市川教育総務課長から説明させます。 

 

○市川教育総務課長 

 小平市教育委員会後援名義等の使用承認について、本日報告いたしますのは６件でございます。

うち、新規申請は１件でございまして、受付番号１７、創価大学パイオニア吹奏楽団、第４６回

定期演奏会です。創価大学パイオニア吹奏楽団が主催する事業で、演奏会の開催を通して勇気と

希望や感謝の気持ちを音楽で伝えたいとの趣旨で、ルネこだいらを会場に実施され、同時にオン

ラインで配信することで、より多くの観覧者に音楽に触れる機会を提供するものでございます。 

 そのほかの５件は、例年もしくは過去に承認しているものでございます。 

 

○古川教育長 

ここまでの事務局報告事項につきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

○丸山委員 

コロナの感染状況に関係して、修学旅行や、遠足、移動教室等は滞りなくできていたかどうか、

状況を教えてください。 

 

○松田指導主事 

現在、移動教室、修学旅行等は、計画どおり実施しております。 

 

○古川教育長 

 校外学習も全てですか。 

 

○松田指導主事 

 校外学習も全て予定どおりでございます。 

 

○丸山委員 

ずっとそういう活動ができなかったので、子どもたちにとってすごく貴重な体験ができてよか

ったと思います。 

もう１点、コロナウイルス感染症に関係して、感染予防対策等でガイドラインも多少変わって

いますが、学校のプール授業もマスク等の関係で、昨年よりも実施できるようになっていますか。 
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○古川教育長 

プール授業のときのマスクの着用についてということでよろしいでしょうか。 

 

○丸山委員 

それと、開催数です。 

 

○松田指導主事 

水泳の授業に関してでございますが、昨年度と同様、新型コロナウイルス感染症の感染防止の

ために、人数を制限して各校で実施いたします。 

マスクの着用につきましては、水の中に入っているときには着用しないということは、昨年度

から徹底しております。また、マスクの取扱いにつきましては、各校で工夫いたしまして、マス

クを入れる袋を用意していただく、または、置く場所を管理するように指導する工夫もされてお

ります。 

また、夏季休業中の水泳指導に関しましては、こちらは気温、熱中症対策、また安全対策等の

困難な状況が予想されることから、小平市立学校全てで今年度中止と各校に通知しております。 

 

○市川教育総務課長 

 学校プールの運営状況について、補足いたします。 

昨年度から、プールが故障して使えない状況にありました小平第十二小学校につきましては、

バスで児童を送迎する形で民間施設を活用して、６月６日から予定どおり授業を実施しておりま

す。 

 

○丸山委員 

やはり、水難対策として、プール授業はとても重要だと思いますので、ぜひコロナ対策をして、

積極的にしっかり実施していただきいと思います。熱中症など、待っている間に体調を崩すとい

うこともありますので、十分に気をつけて指導していただきたいと思います。 

 

○古川教育長 

はじめにコロナのことが出ましたので、コロナ関係で何かほかに質問やご意見等はありますか。 

 

○山口委員 

コロナ対策全般に関してお願いです。 

私たちも、先月から今月にかけて各中学校で行われた体育大会を視察させていただきました。

学校行事、修学旅行等も通常の形に戻ってきているという報告を今聞いて、よかったと思ってい

ます。 

体育大会では、縮小して学年別で行った学校や、感染症発生前に近い形で全学年お昼を挟んで
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午後まで実施した学校など、いろいろな形がございました。管理職の方にとっては、どちらも大

きな決断だったと思います。 

こういった大きな決断が、校長を初めとする学校判断に任されているという現状の中で、先生

の価値観の違いによって、学校ごとにできる範囲に違いが生じることはあまり好ましくないと感

じています。 

特に、感染症発生前の状況に積極的に戻していっているケースについて、行事後の感染者の推

移や、通常の形に戻すにあたって留意した点、有事の際の対応について細かく各校で分析し、情

報交換をしていただきたいと思っています。もちろん感染防止は最優先ですし、それぞれの学校

の実情に沿った判断をしていただくことが大前提ですが、今後全体としては、足並みをそろえて

いただくと良いと思います。校長先生の性格によらず、積極的に元に戻していくという方向が良

いと思いますので、積極的に戻した場合に感染状況がどうなったかなどを校長先生方の中で、ぜ

ひ情報共有していただいて、全体的に制限を緩和する方向にしていただきたいと思います。 

ガイドラインも改訂されています。先生によって、授業の展開に違いがあるということは学校

訪問などでも散見されますので、どこまで通常の形に近づけて大丈夫なのか、感染対策をどう工

夫して通常の形に近い授業が実現しているのかをぜひ積極的に情報共有していただいて、最小限

の制限で学校生活が送れるようにしていただきたいと思います。 

以上、要望です。 

 

○古川教育長 

 何か事務局でコメントはありますか。 

 

○岡﨑教育指導担当部長 

委員がおっしゃったとおり、運動会、体育大会の形は各校で違っていたと思います。その後の

感染者数は、事務局でも気にして推移を見ておりましたが、縮小型といいますか、学年別にされ

た学校とほとんどコロナ発生前のやり方に戻された学校との間で感染者数が大きく変わるという

状況は見られませんでした。 

 

○山口委員 

そうした状況でしたら、戻す方向でご支援いただけるといいと思います。 

 

○青木委員 

 資料№２の感染症予防ガイドラインについて、今回、マスクの着用について大きく変わったと

思いますが、着けなくてもいいと言われても、着けている子は多いと思います。 

一時期、マスクというと必ず不織布と言われておりましたが、不織布のほうが呼吸が苦しくな

るような気がします。不織布をつけるようにという案内を変更していないので、不織布でなくて

もいいという案内があればいいと思いました。マスクを外してもいいといっても、外せない子も
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いるという話も聞きます。マスクといえば不織布というのが広まっており、そういう指導もあっ

たかと思います。それについても考えていただくと、マスクの着用についても、季節柄もう少し

子どもが楽になっていくのではないかと思います。 

 ５ページの給食についてです。もう２年近く黙食ということで、子どもたちが静かに食べてい

る様子を学校で何度か目にしています。食事が味気ないものになっていくというか、それが当た

り前だと思うような食事の体制が、見ていて少し悲しい感じがします。食事の時間にみんなで話

していいとまではいきませんが、もう２年間も同じようにしていますので、食育と結びつけて、

食事は楽しいものだと思えるよう、食事の時間の過ごし方についても、もう少し、ほかの行事と

同じように何か対応を考えていけたらいいのではないかと思いました。 

 ９ページの学校行事の職場体験についてですが、これはコロナ禍になってから行われていない

と思います。今後も中止ということですが、どのような状況になったら再開できるとお考えなの

か。やはり、中学校の時期においてとても大切な体験だと思いますので、お考えがあれば教えて

いただきたいと思います。 

 １０ページの登校の判断のところに、感染が不安で休ませたいという相談があった場合、とあ

りますが、感染者が随分減っていっても、やはり不安を抱えているご家庭の方やお子さんがいて、

お休みされていると思います。こういう子たちがどれくらいいるのか、そういう子たちの授業の

対応は各校でどのようにされているか、分かれば教えてください。 

 

○古川教育長 

 １点目は要望でよろしいですか。 

 

○青木委員 

 要望です。 

 

○豊田指導主事 

２点目の職場体験の再開についてでございます。今のところ見通しを立てることはできないも

のの、今年度末に事業所等と確認をしながら、次年度できるかどうかを再検討したいと考えてお

ります。受入体制の会議も今年度と昨年度は行っておりませんでしたので、できる限り職場体験

ができるような形を検討してまいりたいと思います。 

 

○古川教育長 

 ３番の数は分かりますか。 

 

○豊田指導主事 

 新型コロナウイルス感染症に関わる欠席の状況ですが、欠席者の数等については、現在把握は

しておりません。ですが、つながりを大切にするために、学校は子どもたちに連絡をしていると
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いう状況はございます。 

 

○青木委員 

 欠席している子たちは、継続的に欠席していると思います。もちろん連絡を密にとっていると

いうことですが、授業等については、オンラインを使っている、課題をやっているなど、どのよ

うな状況か分かれば教えてください。 

 

○豊田指導主事 

 欠席者へのオンラインの学習でございますが、各学校の実態に応じて、できる限り保護者とも

協力しながら行っている学校がございます。ですが、全ての学校が対応できるものではございま

せん。事例といたしましては、朝の時間に先生とビデオ通信等を行って、当日のスケジュールの

確認や学習内容を連絡する。または、状況によっては教室の様子を映しながら授業を行っている

という学校もあると捉えております。 

 

○青木委員 

 今、一人１台の学習者用端末がありますので、そういうものを利用して、授業を教室で受けて

いるのと同じような状況がつくれると思います。そういうことがより多くできるといいと思いま

す。 

 

○古川教育長 

 あと、コロナ関係はありますか。 

 

○三町教育長職務代理者 

実際の運用とも関わるのでしょうが、ガイドラインの改訂については、マスクに関わることだ

けを変えたと理解していいのでしょうか。ほかのところで若干表現が変わった、対応が変わった

といったことがあるならば、前回とどこが違うのかを具体的に教えてください。 

 

○松田指導主事 

３ページ目のマスクの着用につきまして、文部科学省の通知を受けまして、３ページ、４ペー

ジの箇所を追記しております。 

また、それ以外のところにつきましては、文言として細かな調整は行っていますが、内容とし

ての変更は、基本的にはございません。 

 

○三町教育長職務代理者 

やはり、マスク関連のみで、あとは少し表現が緩くなったといったことはないということです

ね。 
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私も職場体験について聞きたいと思っていました。９ページの（６）のイ、以下の学校行事や

取組等は中止するということで、職場体験が入っていますが、これはいつの段階で作られたもの

なのか。 

 

○松田指導主事 

 こちらを追記したのが、前回の改訂の際の令和４年４月４日版の中で、学校行事等は中止する

ということで明記いたしました。 

 

○三町教育長職務代理者 

新年度が始まった時点から、もう今年度はやらないという姿勢を示したということであり、先

ほどの説明で、来年度からについては再検討するということでよろしいのでしょうか。 

今の感染状況を考えれば、準備さえできれば、今年実施しても何ら問題ありません。感染状況

は問題ないにもかかわらず、やらないということを事実上言っているわけです。２年生が体験の

機会を失ってしまうのです。これは、教育的な価値があってやっていたものを、今は大丈夫なの

に準備ができないからやらない。本当に準備できないのかどうか。やはり積極的に変えられるも

のは早く変えて、教育的な意味があるものを失ったわけですので、早く取り戻す努力はするべき

だと思います。単に１年間待とうという発想は少し気になりました。できる学校があるならばや

ってもいいのではないかという気持ちでいます。今年度中止という言い方は、どうにも納得でき

ませんので、ぜひ再検討いただきたいと思います。 

 

○古川教育長 

 ご要望でよろしいですか。 

 では、コロナに関しては、あとはよろしいでしょうか。 

 では、４番から８番までの中で、何かご質問、ご意見等ございましたら。 

 

○山口委員 

 資料№３、市議会定例会の質問についてです。 

 緊急質問１番のところで、質問の内容がＡさんという個別の内容についての質問であるのに対

して、教育委員会からの答弁は具体的な事実関係については守秘義務がありますという答弁で、

第三者から見て、かみ合っていないと感じます。これでは私たち一般の市民から見て、教育委員

会の誠意が足りないように映ってしまう可能性もあるのではないかと感じるのですが、具体的な

説明ができない理由をご説明いただけますでしょうか。 

 

○安部地域学習担当部長 

 答弁は一貫して守秘義務ということで、非常に分かりづらい表現になっておりますが、なぜそ

うなったかを申し上げますと、質問内容は、人事、労務管理上の案件でございまして、対象の方
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ご本人と協議を継続している状況にあるということ、また、詳細な説明をした場合に、個人情報

に関する話などもしなければならなくなってしまうことから、今回、守秘義務ということで答弁

を差し控えたものでございます。一般的な話については答弁申し上げているわけでございますけ

れども、この質問で、Ａさんの詳細なお話に触れるということはできなかったというところでご

ざいます。 

 

○古川教育長 

 山口委員、よろしいですか。 

 

○山口委員 

 この当事者と該当する部署の中では適正にコミュニケーションがとられていて、その上で私た

ちに見える部分では、守秘義務という個人の権利を守るための情報ということで理解しました。 

 これと同じような印象を質問内容の１６番についても受けました。おそらく、質問者の方は個

別の事案についてのイメージがあっての質問だと思いますし、それに対して、市からの答弁は、

守秘義務があり、一般的な範囲にとどまるのが限界であるということは、先ほどの説明を聞いて

よく理解できました。 

この件に関しましては、教育委員会事務局の皆さんが当事者の方とも密に連絡を取りながら、

適正に対処、対応、調査をしてくださっているということは、私どもも逐一報告を受けており、

しっかりやっていただいていると私たちは理解していますが、この事態について全く状況が分か

らない第三者の方に断片的に情報が出る場合に、守秘義務や個人情報ということで詳細な説明が

なかったり、一般論に終始したりすると、第三者には市に誠意がないように見えてしまうことが

あるのではないかという印象を受けます。守秘義務や個人情報、学校現場ですと感染予防対策、

感染防止といった言葉は、その守るべきラインに関して、市役所の中では十分に吟味されていて、

共通の認識があるものだと思いますが、私たち一般の市民から見ると、ともすれば、それが隠れ

みののような形で都合よく使われてしまう言葉なのではないかという感覚も実はあるのです。で

すから、守秘義務や個人情報ということで答弁を通す場合に、なぜそこが守秘義務にあたるのか、

それ以上の情報を出せない理由は何なのかということも併せて私たちにお示しいただくと、市の

業務が適正に執行されていることが市民の方にも伝わるのではないかと思います。 

 

○白倉教育部長 

ご指摘どうもありがとうございました。 

守秘義務というところでは、私たち公務員は様々な仕事をしております。その中で、知りえた

情報を出していいかいけないかというところも出てきます。また、情報公開条例等において公開

できない内容というのも出てきますので、そのような中で一番大きなものとしては、個人情報を

我々が知りえた際に、一般的には守秘義務の対象になってきて、第三者の方には言えないことで

あります。こういう議会等で個人の話について私どもが言ってしまいますと、地方公務員法違反
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になってしまうということがありますので、やはり今回のように、守秘義務という言葉での対応

を取らせていただいたところでございます。そういう場合については、やはり一般的にというと

ころで少し大きな形での説明ということで、何とかご理解していただけるように答弁のほうは作

らせていただいているところでございます。 

 

○古川教育長 

 山口委員、よろしいですか。 

 

○山口委員 

ごもっともだと思います。公務員には公務員の方々のルールがあると思いますし、適正に執行

されているものと私も認識しています。しかし、公務員ではない方がこの情報を受け取るときに、

もう少し開示してもいいのではないか、もう少し知りたいという方も当然いらっしゃると思いま

すので、特に関係する当事者の方には丁寧に説明をしているということを見せていただきたいと

思います。公務員の方の常識が、私たち市民にも共通で理解できるというものではありません。

議会の中では、この説明が精一杯であることはお話を聞いて十分分かりましたので、関係する方

には本当に丁寧に説明していただくようお願いしたいと思います。 

 

○古川教育長 

 ご指導いただきましたので、ぜひ事務局のほうもよろしくお願いいたします。 

 では、ほかにございますでしょうか。 

 

○青木委員 

 資料№５の公民館事業実績について、令和３年度の実績ということで、コロナ禍でありながら、

オンラインを利用したり、状況を考慮しつつ本当に多彩な事業を開催していただけていることが

読み取れました。いろいろな方面から分析されていて、今後の事業を考える際に大変役立つ資料

になっていると思いました。 

 その中で、応募者に対して大変たくさんの人が講座に参加できていないと感じました。もちろ

ん、コロナ禍で人数を制限しているので、そうなっていると思いますし、地域性もあるかもしれ

ません。人気の講座はある程度分かると思いますので、ほかの館でも実施することや、同じ館で

回数を増やすなど、何らかの形で、参加できていない人が参加できるような方法を考えていただ

けたら良いと思いました。 

 特に、子育てに関しての講座を受けたい人というのは、今まさに子育てをしている人です。子

どもと一緒に参加できる、子どもについての悩みを解決できるような講座というのは、応募して

も参加できない方が多かったような気がします。１回限りではなく回数を増やしたり、館を変え

たりしながら、そういう人たちのニーズに応えて開催していただけると良いと思いました。 

 また、１３ページの子どもの学習室としての利用で、３年度はコロナ禍ということで人も来な
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かったのかもしれませんが、表を見ると、館によってすごく差があり、夏休みに解放されている

学習室の利用があってもいいのではないかと思いました。冷房も入っており、学習環境としては

いいと思います。ある程度間隔を取って座っていたり、みんな静かに勉強している様子を見たこ

とがあります。おそらく中学生が多く、結構長い時間開いていると思いますので、１日平均が１

に満たないような館は、学校を通して案内をしていくと、子どもたちに勉強できる環境があると

いうことをもっと伝えていくことができると思います。 

 １５ページの視聴覚ライブラリーの利用状況のところで、フィルム等とありますが、これは公

民館が保有していて、公民館を借りたときに、そこで見ることができるという意味でしょうか。 

 また、保有しているものの内容は、どこかで確認できるものなのでしょうか。 

 

○季高中央公民館長 

 ご要望でいただきました人気講座のフォローでございますが、各方面からご指摘をいただいて

おります。私どもも、事業企画委員会の皆様に企画していただいた講座を翌年実施していること

から、今年人気があったものが、来年は違う企画が実施されてしまうというジレンマがございま

す。ただ、情報をうまく共有しながら、人気のある講座はまた実施するとか、もしくは、応募に

落選された方については、サークルにご案内するとか、そういった工夫も研究してまいりたいと

存じます。 

 子どもの夏休み学習室でございますが、チラシなどで学校にもご案内していますが、再度確認

して、情報提供の仕方については工夫してまいりたいと存じます。 

 視聴覚ライブラリーのフィルムでございますが、公民館にお越しいただければ、内容について

ご案内できます。 

 また、１６ミリフィルムは、好きな方にとってはとても貴重なもののようで、お借りいただい

てご覧いただいているという状況でございます。公民館でなくてもお貸出しすることは可能とな

ってございます。 

 

○青木委員 

フィルムは、利用件数に対して、利用できる人の人数が多いので、そういうものを活用すれば、

もっと人が集まって何かできるのではないかと思いました。ＤＶＤもそうですが、利用した人は、

それを一緒に見た人ということになると思いますので、せっかくこれだけ所有があるのでしたら、

それらを活用した集まりなどを計画できるということを知ってもらえると、また公民館の利用も

広がるのではないかと思いました。 

もう一件、先ほどの夏休みの学習室です。おそらく手紙が配られると思いますが、手紙を配っ

ても、目を通さない子もいますので、先生から一言、ここで勉強ができるよという言葉をかけて

いただくと、子どもたちの意識が向くのではないかと思います。単に配布するだけではなく一言

でも声をかけていただくと、もう少し子ども中の意識に浸透するかと思いますので、よろしくお

願いします。 
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○季高中央公民館長 

 ご意見ありがとうございます。 

ご案内の方法については、校長先生などにもお声かけするなど、工夫をしてみたいと存じます。

ありがとうございました。 

 

○丸山委員 

 私も公民館の事業実績について、一つ質問です。自主グループに発展したものが幾つかあるの

ですが、これは例年に比べてどうなのでしょうか。 

 また、Ｚｏｏｍ等のオンライン会議システムを使用した講座が多くなっています。おそらく、

オンラインでの使い方やその他の問題などが出てきていると思うのですが、それについてどのよ

うに対処しているのか教えてください。 

 

○季高中央公民館長 

自主サークル化でございますが、令和３年度につきましては、１４サークルでございました。

令和２年度は１１サークル、令和元年度は１７サークル、平成３０年度は２０サークル。やはり、

コロナという影響もあって若干減少ぎみでしたけれども、少し上向いてきたと受け止めてござい

ます。 

オンラインの講座でございますが、使い方ですが、主に、私どもはハイブリッドと言っていま

すが、Ｚｏｏｍ上で参加される方とリアルで参加される方の融合型がほとんどでございました。

ただ、人手と手間がかかるため、少し厳しいと認識してございます。講座を進行する担当者とＺ

ｏｏｍの担当者と、二人ないし三人は必要になりますので、その３人がＺｏｏｍに精通していな

いとなかなかうまくいかないという点がございます。Ｚｏｏｍだけということになると、中には

顔を一切出さないで参加されて、講師の先生が話しづらいですとか、そういったこともございま

したが、オンライン会議システムのみで行う場合のほうが、講座としては非常に複雑にならずに

進めることができます。 

ただ、この回数には入れておりませんが、昨年、北海道の小平町の職員に遠方から講師として

Ｚｏｏｍで参加していただいたケースがございました。また、神奈川県や千葉県の先生に遠方か

ら講師として参加していただくという、そういった距離を感じさせない利便性というのは大きい

と考えておりますので、今後も使い方については工夫したいと思っております。 

また、友・遊子どもまつりを昨年度はオンラインのみで実施いたしました。公民館で折り紙の

先生の手元をカメラで追いかけるものと、先生をカメラで追いかける、カメラを２台用意して、

画面越しに子どもたちが折り紙を勉強したもの。同様にして、ドーナツづくりに挑戦していただ

いたものがありました。これは盛況で、また、子どもたちも画面に出てきて先生と交流ができた

のは、非常にいい企画だったと思っております。今年度も折り紙については、オンラインを検討

しているところでございます。 
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○丸山委員 

 自主グループが発展すると、自主的な市民主体の生涯学習が可能になりますので、自主グルー

プに発展する流れというのをぜひつくっていただきたいと思います。 

 オンラインに関しては、公民館というのは、人が集うことに意義があると私も思うのですが、

お話聞いていると、ハイブリッドで実際にそこに行けなくても参加できる、講座を聞くことがで

きるという人もいますので、多少大変でも、ハイブリッドも併せてやっていただきたいと思いま

す。友・遊の折り紙講座など、公民館がいろいろ工夫をして公民館活動を展開されているという

話が聞けてよかったです。今後ともよろしくお願いします。 

 

○古川教育長 

 三町委員は何かございますか。 

 

○三町教育長職務代理者 

資料４の指定学校変更の許可及び区域外就学承諾に関する審査基準の一部改正についてと、公

民館と図書館それぞれについてお聞きしたいと思います。 

 まず、調整区域の解除について、今回だけのことではないのでしょうが、例えば今回だと、本

来は十一小だったが五小に行っているというパターンについて、これからは全員が十一小という

形になっています。姉や兄が選択可能な五小に行っていて、切り替わってしまった場合、下の子

は十一小に行かなければいけないのか。兄弟がいる場合は同じ学校に行けるなどの配慮があるの

かどうか。 

 次に、公民館ですが、先ほどの青木委員の話と同じことを言おうと思っていました。ジュニア

講座を見ると、応募に対して実際に受講できる子は３分の１になっていますが、各館の差が激し

いです。ほぼ定数どおりの館もあるため、これはどういうふうに理解すればいいのか。主な対象

は小学校だと思うのですが、公民館と小学校の連携はどうなっているのか。そういうところをど

のように分析されているのか教えてください。 

 次に、図書館については二つあります。 

 一つは、蔵書数が減っているということで、処分した冊数はそれほど増えておらず、大量に処

分してもいない。予算の関係で購入冊数が少なくなって蔵書数が減ってしまったのか、この理由

をお聞きしたいというのが１点目です。 

 ２点目は、学校との関係です。学級文庫について、前年はコロナの関係もあって、どの学校も

増えていないという状況でしたが、令和３年度は大分学級文庫が増えています。ただ、小学校の

３校だけ希望していなかった。これについて、必要がないから希望していなかったのかなど、ど

のように分析されているのか教えてください。 

 

○古川教育長 

 では、まず調整区域の件で。 
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○飯島学務課長 

 兄、姉がいる場合は、下のお子さんが卒業するまで、兄、姉と同じ学校に通うことが可能とな

っております。今回、令和５年１月に調整区域を解除いたしますけれども、その後も、経過措置

という形で、兄、姉が小平第五小学校に通っている場合は、下の子も小平第五小学校に通うこと

ができます。 

 

○季高中央公民館長 

 ジュニア講座についての分析でございますが、全体像としては、ジュニアの応募者は、今年度

は９６４人で、前年度比８４５人増。受講者は３３３人、前年度比２８５人増。これは前年度、

コロナの影響で非常に多くの子どもがジュニア講座を受けなかったという側面がございます。そ

れから、令和３年度は、夏休み期間中がまん延防止期間ということで、活動が非常に制限されて

いた中で、近場を希望されたご家族が多かったというふうに全体的には見ておりました。ただ、

館によって、確かにむらがあるという点については、私どもも研究しなければならないと思って

おりますが、比較的、工作ものなどは人気があるかと思えば、館によっては、あまり多くないと

ころもございます。これは少し研究していきたいと思います。各館とも近隣の小学校にはチラシ

をお配りするなどの工夫はしているところでございますが、前回の委員会でもご指摘いただきま

したＳＮＳの活用ですとか、そういったことも今年度は積極的に取り組むようにしておりますの

で、さらに進めていきたいと考えております。 

 

○利光中央図書館長 

 まず、図書館の蔵書の関係でございます。令和３年度におきましては、委員ご指摘のとおり、

予算的なところで全体的に広く薄く減ってございまして、実績としても薄くなっています。４年

度につきましては、図書関係の購入費につきましては、令和２年度に近い金額に戻しております

ので、４年度については、少し増えていく予定です。 

 それから、学級文庫の関係でございますけれども、令和２年度に全て提供ができなかったとい

うことがございまして、一部の学校で活用できていないところが出てきていると捉えております。

これにつきまして、また引き続きご利用していただけるよう呼びかけてまいります。 

 

○三町教育長職務代理者 

区域外就学に関することと図書館に関することは理解しました。公民館については、やはり、

公民館の位置や、小学校の関係だと思うのです。例えば、８ページの花小金井南公民館では、定

数が１０や７に対して、４６や５３。それに対して、仲町公民館は結構いい場所にあるとは思う

のですが、数字は美しいぐらいに定数に対して応募と受講がぴったり。あまりにも差が大きいの

で、やはり各館でほかの公民館との比較や、自分たちの働きかけを分析していただきたい。ニー

ズは絶対にあると思いますので、そのニーズ応えられる、あるいは掘り起こせばどんどん参加者

が増えていくとも感じますので、ぜひ積極的にやっていただけたらと思います。これはぜひお願
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いしたいと思います。 

 

○季高中央公民館長 

 ありがとうございます。 

 来月の分館長会議で、ご指摘いただいたとおり情報を共有いたしまして、全館長と工夫の方法

を考えてみたいと思います。ありがとうございました。 

 

○青木委員 

図書館について、５ページのＷｅｂ館についてご説明ください。 

 

○利光中央図書館長 

 ５ページのＷｅｂ館は、分かりにくい表現で大変恐縮でございます。この表中左側に各図書館

名を列記している部分が、館別の貸出者数の数値でございます。Ｗｅｂ館は、インターネット上

で貸出しの予約を延長したものがここの数字に入ってきています。 

 

○青木委員 

 分かりました。 

 電子書籍などを購入されたのか、それであれば蔵書はどれくらいあるのかと思ったのですが、

理解いたしました。 

 

○山口委員 

 公民館事業と図書館事業について、皆さんのやりとりを聞いて私も応援したくなりました。 

 公民館事業に関しては、ここ丸２年、活動ができないストレスを抱えていた市民の方も大変多

いと思いますし、その中でオンラインによる講座などを実施して、生涯学習とは何なのか、人と

つながるとはどういうことなのか、ということを多くの方が考える機会になったと思います。公

民館講座を実施していただいて、知識を市民に還元していただくのはもちろんなのですが、対話

や地域のつながりづくりの中核を担うために公民館に期待されている部分は、今、本当に高まっ

ていると思います。今こそ社会教育、今こそ公民館というか、再構築のときではないかと思って

います。 

 新しい事業を積極的に展開し、新しい人たちをどんどんつなげていってもらいたいということ

と、今まで社会教育や地域の中核になって小平を支えてきてくれた人と、全くそういうところに

参加したことがない若い世代をつなげるような方法でぜひ展開していっていただきたいと思いま

した。例えば、先ほど夏の学習教室の話もありましたが、子どもたちが勉強しているところに地

域の民生委員の方が何かのついでに顔を出してくださるとか、学校の先生が帰りに立ち寄って声

をかけてくださるというだけで、子どもたちの居場所という意味でも有効性がかなり上がると思

いますし、地域のつながりもできると思います。指摘があったように、利用したいというニーズ
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に対して、供給が追いついていないということですから、これからもどんどん活性化していって、

新しい時代の公民館事業をしていただきたいというのが公民館事業へのエールです。 

 もう一点、図書館事業についてです。電子書籍なども出てきている社会情勢もありますので、

一概に貸出しの増減だけではいろいろなことは判断できないと思うのですが、そういう時代だか

らこそ、本を手に取ることの意義や図書館の在り方については、今後ますます個性や熱意が問わ

れるところではないかと思います。個性や熱意はどこで見せるのかというと、図書館事業だと思

います。例えばティーンズ委員会は、年齢別の利用状況が低い世代に直接アプローチして、その

まま継続的にプロジェクトに関わりながら同世代の読書推進を図るということで、小平市の特徴

的な事業の一つだと私は認識しています。こういった事業が図書館事業の中にあるわけですから、

積極的に発展を後押しするよう事業展開していっていただきたいと感じました。 

 

○季高中央公民館長 

 ありがとうございます。 

 ご指摘のとおり、コロナ禍で学びを止めないということは、学校教育だけではなく、社会教育

の世界でも言われていたことでございましたので、令和３年度につきましては、比較的そのよう

な中でもできたかなと自負しております。 

その中で、地域との連携ということでは、コミュニティ・スクールには、それぞれ地域の分館

長が委員に入れていただいたり、また、公民館の事業企画委員に校長先生にご参加いただく、民

生委員さんにも参加いただくなど、そういったネットワークを今構築しているところでございま

す。このネットワークを大切にしながら、より地域との連携に努めていきたいと考えております。 

 

○利光中央図書館長 

 ありがとうございます。 

 委員おっしゃられていたように、図書館の利用というのは、どんどん変化をしてきている時代

でございます。図書館の利用状況は、小平市に限らず全国的に言えることといたしまして、小学

生以下の利用が多いという一つの山がありまして、それから、中高生、あるいは大学生、それか

ら現役世代の利用が少なくて、６０代以降の方が多くなり、一つの山になっているというＭ字型

のような形になっております。 

 先ほどおっしゃられました、ティーンズ委員会というのは、Ｍ字型の谷間のところを対象とし

た事業でございます。電子書籍などに関しましても、既に導入をされている市などの状況を伺っ

てみますと、一番利用が多い層というのが谷間の４０代や５０代が多いという傾向が出ているよ

うです。様々な事業を組み合わせていくことで、全体的に図書館の魅力が増していくものと捉え

ておりますので、今後も研究を進めていきたいと思います。 

 

○古川教育長 

 以上で、事務局報告事項を終了いたします。 
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（議案） 

○古川教育長 

 次に、議案の審議を行います。 

 はじめに、議案第６号、小平市立学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて、提案理由の説明をお願いいたします。 

 

○白倉教育部長 

 議案第６号、小平市立学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則の制定についてを説明

いたします。 

本案の内容は、小平第八小学校と花小金井小学校の通学区域である花小金井南町１丁目３番に

ついて、隣接する大規模開発の住居番号が確定し、周辺一帯の建物の住居番号による区別が可能

となったため、表記を建物名から住居番号へ改正するものでございます。 

 

○古川教育長 

質疑に移ります。 

 

－「なし」の声あり－ 

 

○古川教育長 

それでは、質疑を終結し、討論に入ります。 

 

－「討論省略」の声あり－ 

 

○古川教育長 

それでは、討論を終結し、採決を行います。 

議案第６号、小平市立学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則の制定について、本案

を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 

－「異議なし」の声あり－ 

 

○古川教育長 

ご異議なしと認め、本案は可決と決定いたしました。 

以上で、冒頭に非公開と決定したものを除く議題は終了いたしました。これ以降の議事は非公

開にて取り扱いますので、関係者以外の方は、ご退席願います。 

ここで休憩したいと存じます。３時４５分まで休憩いたします。 
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午後３時２９分 休憩 


